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国立大学法人東京農工大学印章規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学印章規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

 

本則 

 

本則 

 

(定義) 

第 2条 本学の法人印は、次の各号のとおり分類する。 

(定義) 

第 2条 本学の法人印は、次の各号のとおり分類する。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 会計機関印 本学の学長職名及び会計機関の職名を刻印した法人

印で、その種類及び管守責任者は、別表第 3のとおりとする。 

(3) 会計機関印 本学の会計機関名を刻印した法人印で、その種類及

び管守責任者は、別表第 3のとおりとする。 

(4) (略) (4) (略) 

 

別表第 3(第 2条第 1項第 3号関係) 

 

別表第 3(第 2条第 1項第 3号関係) 

会計機関印の種類 管守責任者 

国立大学法人東京農工大学学長の印 出納命令

役 
財務部財務課課長補佐

国立大学法人東京農工大学学長の印 出納役 財務部経理調達課長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 領収 分

任出納役府中地区事務部事務長(和暦による日

付表示印) 

府中地区事務部会計室

長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 領収 分

任出納役小金井地区事務部事務長(和暦による

日付表示印) 

小金井地区事務部会計

室長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 領収 出

納役 経理調達課長(和暦による日付表示印) 

財務部経理調達課出納

係長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 領収 出

納役所属出納員図書館(和暦による日付表示印)

研究国際部学術情報課

総務係長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 領収 出

納役所属出納員学生総合支援課(和暦による日

付表示印) 

学務部学生総合支援課

学生支援係長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 領収 分

任出納役所属出納員 FSセンター(和暦による日

付表示印) 

府中地区事務部広域都

市圏フィールドサイエ

ンス教育研究センター

会計機関印の種類 管守責任者 

国立大学法人東京農工大学出納命令役の印 財務部財務課課長補佐

国立大学法人東京農工大学出納役の印 財務部経理調達課長 

国立大学法人東京農工大学分任出納役の印 

府中地区事務部 領収(和暦による日付表示

印) 

府中地区事務部会計室

長 

国立大学法人東京農工大学分任出納役の印 

小金井地区事務部 領収(和暦による日付表示

印) 

小金井地区事務部会計

室長 

国立大学法人東京農工大学出納役の印 経理

調達課 領収(和暦による日付表示印) 

財務部経理調達課出納

係長 

国立大学法人東京農工大学出納役所属出納員

の印 図書館 領収(和暦による日付表示印)

研究国際部学術情報課

総務係長 

（削る） 

 

 

 

国立大学法人東京農工大学分任出納役所属出

納員の印 FSセンター 領収(和暦による日

付表示印) 

府中地区事務部広域都

市圏フィールドサイエ

ンス教育研究センター
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業務係長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 領収 分

任出納役所属出納員農学部動物医療センター

(和暦による日付表示印) 

府中地区事務部動物医

療センター係長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 契約担当

役 
財務部財務課課長補佐

国立大学法人東京農工大学学長の印 契約担当

役(代行機関分(研究国際部研究支援課分を除

く。)府中地区、小金井地区各 1個) 

府中地区事務部会計室

長 

小金井地区事務部会計

室長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 契約担当

役研究支援課 

研究国際部研究支援課

長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 財産管理

役 
財務部経理調達課長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 財産管理

役研究支援課 

研究国際部研究支援課

長 

国立大学法人東京農工大学学長の印 財産管理

役図書館 

研究国際部学術情報課

長 
 

業務係長 

国立大学法人東京農工大学分任出納役所属出

納員の印 動物医療センター 領収(和暦によ

る日付表示印) 

府中地区事務部動物医

療センター係長 

国立大学法人東京農工大学契約担当役の印 財務部財務課課長補佐

（削る） 

 

 

 

 

国立大学法人東京農工大学契約担当役の印 

研究支援課 

研究国際部研究支援課

課長補佐 

国立大学法人東京農工大学財産管理役の印 財務部経理調達課長 

（削る） 
 

 

（削る） 
 

 
 

附 則（規程第 30号） 

この規程は、平成 26年 6月 1日から施行する。 


